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問い合わせ…下水道管理課　i048-258-4132　
                          k048-252-1033

処理場

下水道

処理場

下水道

古くなった下水道管の撤去

下水道の適切な維持管理が
わたしたちの生活を
支えています。

新しい下水道管の布設

改定例 2カ月で40㎥使用する場合 下水道使用料早見表（2カ月分）

※上記の金額は消費税および地方消費税（8％）を含んだ額になります。

※上記の金額は消費税および地方消費税（8％）を含んだ額になります。
※下水道使用料は、通常、水道料金と一緒に2カ月分の支払いになります。

2年間緩和措置
H28.7.1 H30.7.1

現行分
（2,786円）

現行分
（2,786円）

現行分
（2,786円）

改定前 改定後

3,356円

2,786円 平均改定率【20.73％】
増額分（570円）

平均改定率【41.23％】
増額分（1,138円）

3,924円

※水道水を使用した場合は、水道の使用水量を汚水の排除量としています。

水道使用水量等のお知らせ
川口市並木９丁目９-９

給水場所：川口市並木９丁目９-９

指　針　及　び　水　量
今 回 指 針
前 回 指 針
交換時水量
今回使用水量

100 ㎥
60 ㎥

0 ㎥

水 道 料 金
下水道使用料

合 計 金 額

5,550 円

2,786 円

8,336 円40 ㎥

今 回 請 求 予 定 金 額

水栓番号

使用期間
平成28年　2月　6日

平成28年　4月　5日

20 mm

15199999
口　　径
メーター番号

（　　999999）

000999999-01

サンプル 水道　太郎 様

〜

平均改定率【20.73％】
平成28年7月1日から2年間現　行排除量 平均改定率【41.23％】

平成30年7月1日から

改定前 改定後

20㎥
40㎥
60㎥
80㎥
100㎥

1,382円
2,786円
4,470円
6,156円
7,840円

使用料 使用料 増額分 使用料 増額分
1,650円
3,356円
5,408円
7,460円
9,512円

268円
570円
938円
1,304円
1,672円

1,914円
3,924円
6,342円
8,762円
11,182円

532円
1,138円
1,872円
2,606円
3,342円

下水道使用料を改定します下水道使用料を改定します
近年、浸水対策や未普及地域の解消のほか、新たに老朽化や耐震化対策など、
下水道事業は多くの課題を抱えています。今後も、健全かつ持続的に事業を
進めていくため、下水道使用料を改定しますので、ご理解をお願いします。

●雨水を集めて川へ流したり、大雨の時に一時的に雨水を貯めることで、浸水による被害を防ぎます。
●家庭や工場などから出た汚水を下水道管を通して集めて処理場に運び、処理した後に川へ流し、生
活環境の改善や水質の保全に努めます。

2カ月で
40㎥使用の
サンプルです。

平成28年
7月1日から
20.73％

増    
平成30年
7月1日から
41.23％

増

下水道の役割
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不当な差別的取扱い

　障害のある人もない人も分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いなが
ら共に生きる社会の実現を目指して、平成28年4月から「障害を理由とする差別の解消の推
進に関する法律」（障害者差別解消法）が施行されました。
　この法律では、国・県・市などの行政機関、会社・店舗などの民間事業者に対して、障害
のある人への「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」について定めています。

障害のある人に対して、正当な理由なく、
サービスの提供を拒否、制限、条件を付け
るなど、障害のない人と違う扱いをするこ
と。

障害者差別解消法は行政機関や民間事業者などを対象と
しており、一般のかたが個人的な関係で障害のあるかた
と接する場合は対象にしていません。
しかし、障害を理由とする差別を解消するため、一人一
人がこの法律を理解し、誰もが暮らしやすい社会をつく
りましょう。

障害者差別解消法の詳しい内容は、内閣府ホームペ
ージをご覧ください。

問い合わせ…障害福祉課　i048-259-7920　k048-256-5650 

お店に入ろうと
したら、車椅子
を利用している
ことを理由に断
られた。

障害があるとい
う理由でアパー
トを貸してくれ
なかった。

◯◯不動産

不当な差別的取扱い 障害者への合理的配慮

禁止

法的
義務

努力
義務

国の行政機関・地方公共団体
など

民間事業者（個人事業者、NPO
などの非営利事業者も含む）

不当な差別的取
扱いが禁止され
ます

合理的配慮を行わなければなりません

合理的配慮を行うよう努めなければ
なりません

合理的配慮
障害のある人から、困っていることを取
り除いて欲しいと求められたとき、負担
になり過ぎない範囲で対応すること。

筆談や読み上げ
など、障害特性
に応じた対応を
すること。

車椅子のかたが
乗り物に乗ると
きに手助けをす
ること。

がスタート
しました

例

例
例

例

障害者差別解消法
しょう　がい　 しゃ　　さ　　べつ　　かい　しょう　ほう

障害者差別解消法 検索


